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前文 

平成 29 年に地理空間情報活用推進基本法（平成 19 年法律第 63 号）に基づく第

３期の地理空間情報活用推進基本計画（以下「基本計画」という。）が策定されて

以降、人口減少や少子高齢化の更なる進展、自然災害の激甚化・頻発化、新型コロ

ナウイルス感染症の発生・まん延などの新たな状況変化がある中で、我が国は、国

民一人ひとりの多様な幸せの実現や、気候変動への対応等の地球規模の危機の克服

に取り組んでいる。第４期の基本計画では、これらの社会課題の解決を図り、持続

可能な社会を実現するために、地理空間情報の活用推進施策は新たな展開を図る必

要がある。 

地理空間情報活用のための基盤は地理情報システム（ＧＩＳ）と衛星測位である。 

1970年代から使われ始めたＧＩＳは、我が国においても平成７年の阪神・淡路大

震災を契機にその有用性が改めて認識され、官民が一体となって基盤的な情報やシ

ステムの整備・活用を推進してきた。近年では、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大等を背景に「人流」を視覚化するツールとして大きな役割を果たしている。 

衛星測位に関しては、米国が 1978年に全地球測位システム（ＧＰＳ）衛星の打ち

上げを開始し、欧州連合（ＥＵ）、ロシア、中国なども独自の衛星測位システムの

活用を進めている。我が国も準天頂衛星システムの４機体制を既に確立し、高精度

な測位サービスの提供が始まっている。 

さらに、様々な地理空間情報がオープンデータ化されることで、大きな効果が生

み出されている。令和３年７月の熱海市伊豆山土石流災害の際には、Ｇ空間情報セ

ンターで公開されている３次元点群データを中心に、無人航空機で撮影した映像や

ＳＮＳ上の画像など、様々な地理空間情報を官民が分析し、被災範囲の特定等を行

うことで、迅速な初動対応や救援・救助活動時の二次災害防止を可能とした。 

地理空間情報の活用は、多くの分野で喫緊の課題となっている生産性の向上にも

貢献する。スマート農業の分野では、ロボットトラクターやドローンの活用による

大幅な作業時間短縮効果が見えつつある。さらに、地理空間情報が様々な情報通信

技術（ＩＣＴ）と結び付くことで、以前は空想の世界であった自動配送ロボットや

空飛ぶクルマなどが正に現実のものとなりつつある。 

このように、地理空間情報の高度な活用は、激甚化・頻発化する自然災害や地球

規模の環境問題への対応、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）による生産

性向上、豊かな暮らしのための多様なサービスの創出のために有効であり、これま

で以上に推進していくことが必要である。 

第４期の基本計画では、今後５年間を計画期間として、地理空間情報のポテンシ

ャルを最大限に引き出すための取組を産学官民が一層連携して推進することとし、

誰もがいつでもどこでも自分らしい生き方を享受できる社会を実現していく。  
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第Ⅰ部 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 

１．これまでの基本計画の成果と残された課題 

地理空間情報の活用に向けて、これまで政府は、平成 19 年に制定された地理空

間情報活用推進基本法に基づき、翌年４月には第１期、平成 24年３月には第２期、

平成 29 年３月には第３期の基本計画を策定してきた。これらの基本計画で一貫し

て目指しているのは、誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使うことがで

き、高度な分析に基づく的確な情報を入手できる「地理空間情報高度活用社会（Ｇ

空間社会）」の実現である。 

Ｇ空間社会は、時刻に関する情報を含む位置の情報と、位置の情報に関連付けら

れた様々な事象に関する情報である地理空間情報が高度に活用され、自然災害や環

境問題への対応、産業・経済の活性化、豊かな暮らしの実現といった様々な社会課

題の解決に貢献する社会である。より具体的には、豪雨・地震・津波などの災害予

測力や災害・被害情報の収集・共有・提供等による災害対応力の強化、高精度な地

理空間情報を前提とした自動車の自動走行システムやドローンを活用した荷物の

自動配送、市民生活の質や都市活動の効率性を向上させるスマートシティの実現、

農業機械の自動走行や３Ｄデータ・ＩＣＴを活用したインフラ整備等による農林水

産業や建設業の生産性向上を可能とする高度データ活用社会である。 

これまで、第１期の基本計画では基盤地図情報等の基礎的な地理空間情報の整備

やその提供・流通に関する仕組みの構築、第２期の基本計画では準天頂衛星の打ち

上げをはじめとした地理空間情報活用のための基盤形成や地理空間情報の社会へ

の浸透と定着、第３期の基本計画では地理空間情報を活用した社会課題の解決や新

産業・新サービスの創出を取組の主な柱とし、着実に成果を上げてきた。これらの

基本計画を経て、地理空間情報の活用をめぐる取組は、基盤整備（第１期）から利

活用促進（第２期）、社会実装（第３期）へと段階的に深化してきている。 

ＧＩＳについては、基盤地図情報や電子基準点網の整備が着実に進捗するととも

に、平成 28 年のＧ空間情報センターの本格運用以降、第３期の基本計画の期間中

には官民でオープンデータ化の取組が進み、防災、農業、国土交通など分野別に構

築されたデータプラットフォームから多種多様なデータを誰もが自由に利用でき

る環境が整いつつあり、地方公共団体におけるＧＩＳの活用も伸展している。 

また、衛星測位については、平成 30 年度に準天頂衛星システム４機体制を確立

し、全国 24 時間リアルタイムで、電子基準点による補正情報を用いたセンチメー

タ級の高精度な測位サービスを提供する運用を開始しており、これを活用した製品

展開など民間での取組が広がりつつある。 

このように、ＧＩＳ、衛星測位ともにその基盤がこれまでの計画期間において一

定程度整備されてきており、これに伴い、第３期の基本計画の期間中には、災害情

報の地図化等による視覚化の地方公共団体における実装、津波浸水被害推計システ

ムの本格運用、ダイナミックマップの技術仕様策定とそれを活用した自動運行装置
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を備えた自動運転車（レベル３）の市販開始、農業機械の遠隔監視での無人自動走

行システムの開発など、官民それぞれにおいて地理空間情報の活用が進んだ。 

一方で、持続測位を可能とする準天頂衛星システム７機体制の構築、高精度標高

データの整備など、基盤となる地理空間情報の一層の整備・更新が引き続き課題と

してあるほか、ドローンによる物流事業の実用化など、新時代の交通・物流システ

ムをはじめ、地理空間情報を高度活用し、人々の生活の質を向上させる社会実装を

加速させていく必要がある。また、新産業・新サービスでの地理空間情報の活用ポ

テンシャルが拡大する中、社会実装を進める上で重要となる地理空間情報を活用で

きる人材の育成も求められている。 

 

２．地理空間情報をめぐる社会情勢等の変化 

第３期の基本計画の期間中には、自然災害の激甚化・頻発化、環境問題への積極

的な取組、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活様式の変化や社会のデ

ジタル化の進展等、社会情勢・社会課題に大きな変化が生じた。これに対応する地

理空間情報の活用も官民ともに進展しつつあり、これを支える技術の進化も進んで

いる。 

 

（１）激甚化・頻発化する自然災害と環境問題への積極的な取組 

我が国は、その国土の地理的・地形的・気象的な特性により、従来から数多くの

自然災害に見舞われてきた。第３期の基本計画の期間中においても、平成 30 年北

海道胆振東部地震といった地震災害に加えて、平成 30 年７月豪雨、令和元年東日

本台風、令和２年７月豪雨等、風水害も頻発した。今後も気候変動に伴う水災害・

土砂災害の激甚化・頻発化が懸念されるほか、南海トラフ地震や首都直下地震等の

巨大地震の発生リスクも切迫している。 

このような中、地震、風水害ともに、発災直後から、衛星画像、航空写真、無人

航空機で記録された画像などの地理空間情報を初動対応・応急対策等に活用する取

組が国や地方公共団体の現場で広がっているほか、民間事業者がこのような情報を

活用する動きもある。また、復旧支援においては地籍情報の活用がみられるほか、

スマートフォンの位置情報やカーナビの走行データを避難誘導支援、避難状況等の

把握・分析、防災計画策定等に活用する取組も始まっている。事前防災はもとより、

発災後の災害状況の早期把握、被災者の早期救出、防災機関による迅速・的確な応

急・復旧対策等、防災サイクルの各段階における地理空間情報の活用を更に進める

ことが求められている。 

また、人間の活動により地球温暖化が進行し、気候変動が及ぼす影響が明らかに

なりつつある中、気候変動対策等の環境問題への対応も喫緊の課題となっている。

我が国においても、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指し、積
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極的な温暖化対策を行うとともに、経済と環境の好循環を作り出していくことが求

められており、温室効果ガス排出状況の把握、再生可能エネルギーの導入拡大に向

けた各種シミュレーション等の多様な分野において、地理空間情報の活用が更に進

むことが期待されている。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症を契機としたデジタル化の加速 

令和２年１月に我が国における最初の感染者が確認されて以降、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大は経済社会活動に甚大な影響を及ぼし、人々の生活様式や意

識も大きく変容した。感染拡大防止の観点からテレワークやオンライン教育、オン

ライン診療など、あらゆる分野におけるデジタル技術の活用が急速に進展・浸透し

たほか、「密」を避けるためのリアルタイムの混雑情報、感染者との接触確認情報

等へのニーズが高まり、位置情報の活用が進んだ。一方で、民間企業等で急速に拡

大する位置情報ビッグデータの活用に対しては、ＥＵにおける一般データ保護規則

（ＧＤＰＲ）の施行など、国際的には個人情報保護を強化する動きもある。 

また、社会のデジタル化・スマート化の動きが加速する中、少子高齢化と人口減

少の加速を背景としてニーズが高まりつつあった物流や交通分野における自動化・

無人化、スマート農業や i-Construction といった地理空間情報を活用した取組に

ついても、社会実装へのニーズが一層拡大しており、インフラ分野のＤＸ推進のよ

うに関連施策を含めて更なる推進を図っている取組もある。 

さらに、新型コロナウイルス感染症対応において、行政をはじめ社会経済活動全

般におけるデジタル化の遅れが大きな課題となったことから、社会のデジタル化を

強力に進めるために、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）（平

成 12 年法律第 144 号）の全面的な見直し、デジタル社会の形成に関する施策を推

進する新たな司令塔としてのデジタル庁の設置等が進められた。デジタル社会の実

現に向けた改革の基本方針（令和２年 12月 25日閣議決定）においては、今般のデ

ジタル改革が目指すデジタル社会のビジョンとして、「デジタルの活用により、一

人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社

会」を掲げ、このような社会を目指すことは、「誰一人取り残さない、人に優しい

デジタル化」を進めるということにつながるとしている。地理空間情報に関しても、

このようなデジタル社会の形成に資するよう、政府全体で進められるデータ環境整

備（ベース・レジストリの整備を含むデジタルデータの充実、データ連携基盤の整

備等）の取組と連携した対応が必要である。 

 

（３）地理空間情報に関する技術の飛躍的な進化 

地理空間情報に関する技術は飛躍的な進化を遂げつつあり、その活用の更なる広

がりが期待されている。具体的には、人やモノの位置と時間に関する情報を捉える



5 

 

カメラ・センサの精度向上により、動的な地理空間情報を大量かつリアルタイムに

取得することが可能となったほか、それらの情報を接続・公開するデータプラット

フォームの整備が進んだことにより、誰もが地理空間情報にアクセスし利用できる

環境が整いつつある。 

また、衛星データに関しては、準天頂衛星システム４機体制による高精度な測位

サービス提供を開始しているほか、陸域観測技術衛星２号「だいち２号」 

（ＡＬＯＳ－２）等を活用した観測・測量データの取得・蓄積も行われている。現

在さらに、我が国単独での持続測位を可能とする準天頂衛星システム７機体制の確

立に向けた取組が進んでおり、また、小型衛星コンステレーションによる高頻度・

広域の観測データの取得・蓄積の今後の発展が見込まれている。 

データ処理能力の面においても、機械学習・深層学習等アルゴリズムの革新、 

ＣＰＵの性能向上などにより、地理空間情報を３次元・４次元のデジタル基盤上で

取り扱い、シミュレーションによる未来予測を行うことが可能となりつつある。一

方で、このような地理空間情報に関する技術面での進展（精度・利便性の向上、リ

アルタイム性の向上等）に伴い、国の安全等に対する配慮や具体的な取組がより一

層求められている。 

 

３．地理空間情報活用によって目指すべき姿 

本基本計画では、誰もがいつでもどこでも自分らしい生き方を享受できる社会の

実現に向けて、防災、経済、生活など様々な分野における地理空間情報のポテンシ

ャルを最大限に活用した多様なサービスの創出と、官民連携による自律的・安定的

かつ適切な提供の実現を目指す。 

この背景にあるのは、２．で述べたとおり、地理空間情報を迅速・正確に把握し、

社会課題の解決につながる政策立案、新サービス・新ビジネスの創出に反映してい

くことへの社会的要請が一層高まっていること、その要請に呼応するように、技術

進歩により地理空間情報のよりダイナミックな活用が可能となってきていること、

このため、地理空間情報はこれまで以上に社会課題の解決に貢献することが期待さ

れることである。 

第３期の基本計画では、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシ

ステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」である

Society 5.0を実現させるための鍵、イノベーションの源泉の一つが地理空間情報

であるとされた。Society 5.0 の実現は第６期科学技術・イノベーション基本計画

（令和３年３月 26 日閣議決定）においても引き続き目標として掲げられており、

地理空間情報のポテンシャルを最大限に活用した多様なサービス創出・提供に向け

て、更なる取組を実施することとする。 
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４．第４期の基本計画の全体指針 

地理空間情報をめぐる社会情勢の変化や技術の進化、地理空間情報の活用を通じ

て目指すべき社会の姿を踏まえ、本基本計画では令和４年度からの５年間を計画期

間とし、以下の３点を取組の全体指針とした上で、各施策を推進することとする。 

 

（１）地理空間情報活用の新たな展開 

２．（３）で述べたとおり、地理空間情報に関する技術は大きく進化しており、

これに伴い、ＧＩＳで取り扱うデータは、過去に取得した静的（Static）なデータ

に加え、動的（Dynamic）でリアルタイム（Realtime）なデータの割合が増えている。

さらに、それらが各分野で整備されたデータプラットフォームを通じ相互に接続

（Connected）され、データのオープン（Open）化が進み、新たな価値の創出につな

がっている。また、地理空間情報の保有者・利用者も、従来の国をはじめとした公

的機関から民間が中心となりつつあり、利用目的についても、過去の状況把握やこ

れに基づく分析にとどまらず、過去のデータとリアルタイムデータを組み合わせた

未来予測（シミュレーション）ができるようになってきた。 

例えば、国土交通省が進めるプロジェクト「ＰＬＡＴＥＡＵ」では、実世界の都

市をサイバー空間上に再現する３Ｄ都市モデルを整備し、オープンデータとして公

開しており、災害ハザード情報との重ね合わせによる可視化や防災計画検討への活

用のほか、建物内部モデルとの組み合わせによる屋内外一体的な避難シミュレーシ

ョンの実施、民間企業によるローカル５Ｇの伝播シミュレーションへの活用等が行

われている。また、自動車の自動走行システムでは、自動車メーカー等が保有する

民間車両プローブ情報を活用して車線レベルの道路交通情報等を生成、配信する仕

組みが実証段階にあるほか、ＸＲＡＩＮ（高性能レーダ雨量計ネットワーク）によ

るリアルタイムの豪雨情報を用いた危険性予測システムの構築や大雨エリアをカ

ーナビに表示するサービスも始まっている。 

このように、地理空間情報のデータの性格、利用形態等の変化により、社会課題

を解決していくための基本的なツールとしての地理空間情報のポテンシャルは著

しく高まっていることから、地理空間情報の整備・活用に関わるあらゆる主体が、

進化した地理空間情報が社会の様々な課題解決に資する次世代の社会インフラで

あるとの認識を新たにし、進化した地理空間情報のポテンシャルを最大限に活用で

きるよう、地理空間情報活用の新たな展開に向けて、積極的な発信・取組を行う。 

また、データプラットフォームや、その上で展開されるサービスの創出のため、

正確性・信頼性の担保されたデータが活用されるよう留意しつつ、これまで潜在的

な需要はあったものの地理空間情報が十分活用されていなかった分野を含めて活

用分野の拡大に取り組む。さらに、ベース・レジストリの整備や分野間データプラ

ットフォーム連携の推進などの政府のデジタル化推進施策との連携によって、分野
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を超えた地理空間情報の接続を進め、分野横断的な新たなビジネスやサービスの創

出を促進していく。 

 

（２）地理空間情報活用ビジネスの持続的発展スパイラルの構築 

これまでも地理空間情報の活用推進は産学官民の多様な主体の連携によって取

組が進められてきたところであるが、（１）で述べたように地理空間情報のポテン

シャルを最大限活用していくため、地理空間情報をめぐる社会情勢の変化を踏まえ

た上で、連携の一層の発展を目指す。その際には、地理空間情報の整備・活用の各

分野・取組の特性に応じて、産学官民それぞれが担うべき役割を積極的に果たすこ

とが重要である。 

第１期の基本計画以降、基礎的な地理空間情報の整備や地理空間情報活用のため

の基盤整備を進めるに当たっては、国や地方公共団体が取組の主体となる場面が多

かった一方、特に第３期の基本計画以降では地理空間情報を活用した新産業・新サ

ービスの創出が主要課題とされ、民間事業者主導の地理空間情報関連事業がビジネ

スとして存続できる段階に進むことを目指す官民連携の取組が増加した。 

産学官民の連携に当たっては、行政機関が提供する地理空間情報の高度化や、位

置情報を整合させるための共通ルール（国家座標）の推進、データのオープン化の

推進などの地理空間情報活用の促進に必要な取組について、政府が引き続き積極的

な役割を果たすとともに、災害対応やインフラ管理などの分野においては、今後も

行政機関がイニシアティブを発揮し、民間事業者を含めて地理空間情報の更なる活

用を推進していく。 

また、新産業・新サービスの創出のために事業を実証段階から継続性を有するビ

ジネスへと発展させていくには、政府等が初期段階から産学官民の多様なプレーヤ

ーの協業を促すとともに、官民の役割分担の明確化のための競争領域・協調領域の

設定、地理空間情報活用に関係する技術開発の促進などの適切な環境づくりを行う

ことが重要である。このため、地理空間情報を活用する新産業・新サービスの創出

に向けて国として進めるべきプロジェクトについては、ユースケース創出から実装

に至り、民間を中心に自走できる段階に移行できるよう、政府の適切な支援とリー

ドによって、多様な価値を生み出すビジネスの持続的発展スパイラルの構築を目指

すこととする。また、その構築に当たっては、政府を含む産学官民の関係者が連携

して、各プロジェクトの特性を踏まえつつ、事業者が関わりたいと思う仕掛け（需

要の創出、成長性の高い領域の設定等）、事業者が関わりやすくする仕掛け（デー

タの仕様の標準化・明確化等）、事業者の関わりを促進する仕掛け（民間企業等が

連携しやすく多様な主体を巻き込む体制等）を検討し設定することとする。 

さらに、データの仕様等の標準化に関しては、将来的なグローバル市場への対応

等を見据え、国際標準化の議論に積極的に関与する重要性が高まっている点にも十
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分留意する。 

 

（３）地理空間情報活用人材の育成、交流支援 

地理空間情報のポテンシャルを最大限活用し、社会課題の解決や新サービスの創

出を実現していくためには、そのための人材が必要である。 

地理空間情報の高度活用の社会実装に当たっては、技術を事業化する段階では、

斬新なアイデアを生み出す、いわば「価値を発見する」人材が必要であり、生み出

された事業を成長させていく段階では、多様なステークホルダーを巻き込み、業種

の垣根を越えて事業を拡大させていく、いわば「発見された価値を実現する」人材

が必要だと考えられる。 

価値を発見する人材についてはこれまでもアイデアソン・ハッカソン等によりそ

の発掘に取り組んできているが、価値を実現する人材についてはその能力を育成し

発揮させるための取組を充実していく必要があり、人口減少が進展し、技術進歩が

加速化していく中、人材の確保についてはこれまで以上の取組が求められる。 

今後は、地理空間情報を活用する各プロジェクトにおいて、価値を実現する人材

を育成するため、交流機会の創出などにより、地理空間情報分野の人材の他分野・

他業種への飛び込みを促し、また、他分野の人材を地理空間情報分野に引き込むこ

とで、多様な人材が連携して事業化を推進するコミュニティの形成を促していく。

このような取組を通じて事業の成長を促進することで資金と人材が新たに呼び込

まれ、オープンデータやオープンソースも活用して更なる技術・事業開発等のイノ

ベーションを生むビジネスの持続的発展スパイラルが構築されることが期待され

る。 

また、令和４年度から高等学校学習指導要領（平成 30年告示）の必履修科目とな

る「地理総合」において、「地図や地理情報システムなどを用いて、調査や諸資料

から地理に関する様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめる技能を身に付ける

ようにする」とされたことも踏まえ、引き続き、地理空間情報やＧＩＳに関する知

識の普及の取組として、教育支援コンテンツの充実等、地理に関する教育や防災分

野における地理空間情報の活用を担う関係者への支援を行う。 

 

５．基本計画の効果的な推進 

（１）各種計画等との連携 

本基本計画の推進に当たっては、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和３

年 12月 24日閣議決定）、成長戦略実行計画（令和３年６月 18日閣議決定）、科学

技術・イノベーション基本計画（令和３年３月 26日閣議決定）、宇宙基本計画（令

和２年６月 30 日閣議決定）、国土強靱
じん

化基本計画（平成 30 年 12 月 14 日閣議決

定）、海洋基本計画（平成 30年５月 15日閣議決定）等の関連計画との整合性の確
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保や、連携効果の発揮に十分配慮していくものとする。また、デジタル田園都市国

家構想の実現に向けた取組や、デジタル庁が主導する社会全体のＤＸ推進の取組と

の連携も必要である。 

 

（２）地理空間情報の秩序ある流通・利活用の実現 

様々な分野・主体において整備される地理空間情報については、官民データの適

正かつ効果的な活用の推進を図る観点からも、品質の確保、適正なオープンデータ

化の促進などに多様な主体が連携して取り組むことが必要であり、産学官民が保有

する地理空間情報の秩序ある流通・利活用を実現する。具体的には、個人情報の保

護、位置情報の整合性の確保等データ流通における正確性・信頼性の担保、なりす

ましやデータ改ざんなどを防止するセキュリティ対策をはじめとした環境整備に

取り組むとともに、国の安全等の確保の観点からデータの悪用リスクの低減などに

取り組む。 

 

（３）計画のフォローアップ 

政府は本基本計画に基づく各施策の計画的な推進を図るため、重要業績評価指標

（ＫＰＩ）を含む具体的な目標やその達成期間等について工程表を策定し、毎年度、

その進捗状況のフォローアップを行う。その際には、世界最高水準のＧ空間社会の

実現に向けて重点的に取り組むべき施策として「シンボルプロジェクト」と位置付

けた施策を中心に、取組の具体的な進捗状況やその成果の社会への還元状況につい

て分かりやすく取りまとめ、地理空間情報活用の新たな展開として広く発信する。 

また、本基本計画を推進していく中で、制度面の課題を整理し、必要に応じて本

基本計画の見直しや関係法令の改正も含めた制度面の見直しを行うとともに、技術

進展、社会のニーズ変化に応じて必要な対応について検討する。 
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第Ⅱ部 地理空間情報の活用推進に関する具体的施策 

１．自然災害・環境問題への対応 

（１）統合型Ｇ空間防災・減災システムの構築の推進 

【基本的な考え方】 

近年激甚化・頻発化する災害からの被害を軽減するため、国土強靱
じん

化の取組とも

連携しつつ、地理空間情報を高度に活用した防災・減災に資する技術「Ｇ空間防災

技術」の社会実装を防災サイクルの各段階において推進する。 

事前防災として平時から基盤となるデジタル地図情報やハザードマップなどの

災害リスク情報等を着実に整備・提供するとともに、発災時においてはセンサ等を

活用した被災状況のリアルタイム観測、衛星・航空機・無人航空機等による撮影画

像やＳＮＳ投稿画像等を利用した被災状況のリアルタイム推定などにより、迅速・

的確な応急・復旧対策や被災者の早期避難支援につなげる。また、発災時の情報共

有・伝達機能の強化を行い、災害時に国民一人ひとりに対し避難に必要な情報等を

迅速かつ的確に提供する。 

 

【主な取組】 

① 発災前における地理空間情報を活用した災害対応力強化のための取組 

ａ）ハザードマップ等の地域の災害リスク情報等の充実、活用促進 

・災害リスク情報等を一つの地図上で重ねて閲覧ができるハザードマップポータル

サイトから提供する情報の充実に取り組む。令和３年度の水防法（昭和 24 年法

律第 193号）改正により新たに整備対象となった中小河川の浸水想定区域図デー

タを中心に、令和８年度までに約 17,0001の洪水浸水想定区域図データの整備・

提供・オープンデータ化を実現する。 【国土交通省】 

・地震災害に関するリスク情報である全国活断層帯情報や、水害等に関するリスク

情報である地形分類データ等の防災地理情報の整備範囲の拡大を進め、令和７年

度までに活断層図整備率 84％2の達成を目指す。 【国土交通省】 

・自然災害の激甚化・頻発化を踏まえ、地震・噴火・豪雨等による地質災害の発

生に関わる地質情報を継続的に整備・公開し、デジタル化を進める。 

 【経済産業省】 

・災害リスク情報を用いた様々な分析が可能となるよう、ＧＩＳデータによる提供

を進めるとともに、土地の改変状況や過去の災害履歴等を地理空間情報として整

備・提供する。 【国土交通省】 

・自衛隊の災害派遣時の効率的かつ効果的な運用のため、地理空間情報の収集・整

備を進めるとともに、他府省との連携を更に進める。 【防衛省】 

                                                      
1 令和４年１月現在：1,548 
2 令和４年１月現在：72％ 
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・災害復旧の迅速化に資するよう、土地境界等を明確にしておく地籍整備を推進す

る。 【国土交通省】 

・地下街において大規模地震発生時等に正確な避難情報等の提供、避難誘導等がで

きるよう、地理空間情報の活用を促進する。 【国土交通省】 

・各種自然災害に関するハザード・リスク情報を提供し、ハザード・リスク評価を

活用した防災対策の立案・実行を支援するシステムのモデル地域での適用を進

め、ハザード・リスク評価及び利活用システムの社会実装の実現を目指す。 

 【文部科学省】 

 

ｂ）定常的な国土の監視 

・夜間・荒天時等に撮影可能なレーダ観測機能を有する陸域観測技術衛星２号「だ

いち２号」（ＡＬＯＳ－２）の運用及び画像処理技術の高度化に向けた研究開発

を進めるとともに、更に広域・高分解能センサ技術を発展させた先進レーダ衛星

（ＡＬＯＳ－４）の令和４年度の打ち上げを目指し、着実な開発を進める。 

 【文部科学省】 

・地震や火山活動に伴う地殻変動、地盤沈下等の検出のため、ＡＬＯＳ－２や令和

４年度打ち上げ予定のＡＬＯＳ－４データを用いた干渉ＳＡＲ時系列解析を実

施するなど、国土の変動を継続的かつ網羅的に監視する。令和５年度までに 

ＡＬＯＳ－４の観測データを活用したより詳細に地殻変動や地盤変動を把握す

るための体制を整え、測地基準系の維持管理の高度化のための検討を行う。 

 【国土交通省】 

 

② 発災時における地理空間情報を活用した災害対応力強化のための取組 

ａ）災害情報の早期把握 

・災害発生時に、迅速な救急救助・応急活動等のため、衛星・航空機・無人航空機

等を用いて迅速に陸上及び水中の被害状況の収集・解析・判読などを行い、把握

した被害規模等の情報を速やかに発信する。 

 【警察庁、農林水産省、国土交通省、防衛省】 

・災害初期活動時における情報収集体制を強化し、より効率的かつ効果的な救助活

動を可能とするため、令和４年度内に、空撮した写真から地図画像を作成できる

ハイスペックドローンを全都道府県の緊急消防援助隊に配備する。 【総務省】 

・大規模な浸水が同時多発的に発生した際、空中写真・ＳＮＳ投稿画像等を活用し

て浸水範囲と深さを推定し、地図で表示する浸水推定図を迅速に提供する。 

 【国土交通省】 

・地震発生直後の政府の迅速かつ的確な意思決定を支援するため、津波浸水被害の

即時推計を行う津波浸水被害推計システムについて、ハードウェア等の更改を行
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い、安定的な運用を継続する。 【内閣府】 

・地震発生直後に地盤災害（斜面災害・液状化）の発生地域と規模を推計し関係省

庁等へ自動配信を行う「ＳＧＤＡＳ」の推計精度や、地殻変動や断層位置等を即

時に推定し関係省庁等へ自動配信を行う「ＲＥＧＡＲＤ」の推定精度の向上に向

けた研究開発を行う。 【国土交通省】 

・より迅速かつ確実な災害対応に資するため、複数の衛星データ等を用いて広域な

被災状況を迅速に観測・分析するシステムの開発を令和４年度までに行う。 

 【内閣府】 

・災害対応等での活用が期待される民間の小型ＳＡＲ衛星コンステレーションを令

和７年までに構築すべく、関係省庁により複数年にわたり利用実証を行うことに

より、その衛星データの利用拡大を図るとともに、民間投資による衛星開発・配

備を加速する。 【内閣府】 

・天候や昼夜を問わず地表面を観測可能な次世代航空機搭載合成開口レーダにおい

て、世界最高レベルの分解能（15 cm）3を実現する観測技術を確立する。 

 【総務省】 

・災害発生時にため池の被災状況の迅速な把握・情報共有を支援する、ため池防災

支援システムの活用を推進する。 【農林水産省】 

・原子力災害発生時に放射線モニタリング情報を集約し公表する放射線モニタリン

グ情報共有・公表システムについて、適切に改修等を行い、運用を継続する。

 【環境省】 

 

ｂ）防災機関の応急復旧の迅速化・的確化及び被災者の早期避難支援 

・各省庁等が収集した各種防災情報を共有する「総合防災情報システム」等の役割

や在り方を再度整理し、情報集約、地図情報への加工、災害対応機関への提供等

を可能とする新たなシステムの構築を行う。なお、新たなシステムの運用開始ま

での間、現行の総合防災情報システムについて安定的な運用を図る。【内閣府】 

・大規模災害時に地方公共団体等の災害対応を支援するため、災害時情報集約支援

チーム（ＩＳＵＴ）を現地に派遣し、災害情報を整理・地図化して提供する。ま

た、事前に情報共有・利活用に係るルールを定めるなど、関係主体間の「災害情

報ハブ」に関する仕組みづくりを推進し、ＩＳＵＴの機能向上を図る。 

 【内閣府】 

・道路や鉄道などの被災情報や防災ヘリによる調査状況、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活

動状況などを一元的・効率的に地図上に集約し、インターネットなどにより関係

機関等と速やかな共有を図る。 【国土交通省】 

・令和４年度までに、避難対象エリアや避難指示等のタイミングの判断の支援を行

                                                      
3 令和４年１月現在の地表面分解能：30 cm 
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う市町村災害対応統合システムを開発する。また、ＳＩＰ４Ｄと関係省庁や地方

公共団体等の各種システム間の連携拡大を図るとともに、国民一人ひとりに対し

て避難に必要な災害情報の提供を実現する防災チャットボット等を開発し、防災

・減災機能の強化を図る。 【内閣府】 

・準天頂衛星システムによる災害・危機管理通報サービスについて、災害関連情報

に加え、避難指示等の緊急性の高い情報の配信を可能とするシステム整備に取り

組む。また、一般の通信回線等が途絶した地域においても安否情報等を伝送でき

る衛星安否確認サービスについて、現在運用中の３号機に加え、開発中の７号機

にもその機能を具備し、サービスの安定性強化を図るとともに、サービスの効果

的な活用に向けた各防災関係機関との連携や技術開発に取り組む。 【内閣府】 

・避難指示等の災害関連情報を報道機関等に一斉に配信するＬアラートと他の災害

関連システムとの連携を推進し、地理空間情報とひも付いた災害状況の共有を図

る。 【総務省】 

・住民の適切な避難判断や防災活動等に資するよう、水位をはじめとする河川の状

況等を地図上で一元的に情報提供するとともに、レーダ雨量、気象警報等の国土

交通省が保有する防災に関するリアルタイム情報を集約してインターネットを

通じた提供を行う。 【国土交通省】 

・衛星測位を活用し、緊急消防援助隊等の消防隊や自衛隊等の災害時の活動の効率

化を図る。 【総務省、防衛省】 

・出水時の危機管理能力強化のため、水門、排水機場等の遠隔監視・遠隔操作化を

進め、令和８年度に遠隔監視・遠隔操作化率 41％4を達成する。 【国土交通省】 

・南海トラフ地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模

地震が想定されている地域等における、津波・高潮等から背後地を防護する水門

・陸閘
こう

等の安全な閉鎖体制の確保（自動化・遠隔操作化を含む）を進め、令和７

年度に安全な閉鎖体制の確保率 85％5を達成する。 【農林水産省、国土交通省】 

・災害時等においても交通情報を的確に把握・提供し、効果的な交通規制等を行う

ため、車両感知器等による交通情報収集に加えて民間事業者が保有するプローブ

情報を活用する広域交通管制システムを適切に管理・運用する。 【警察庁】 

 

（２）地理空間情報を活用したグリーン社会への貢献 

【基本的な考え方】 

地球環境観測のための宇宙システムを着実に整備・活用するとともに、再生可能

エネルギーや生物多様性等に関する情報を地理空間情報として見える化すること

により、地球規模課題の解決はもとより地域レベルにおけるグリーン社会構築への

                                                      
4 令和２年度末現在：33％ 
5 令和２年３月現在：77％ 
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取組に貢献する。 

 

【主な取組】 

① 気候変動等の地球環境問題対策への貢献 

・気候変動予測の精緻化や、温室効果ガスのモニタリング等を目的に、温室効果ガ

ス観測技術衛星「いぶき」（ＧＯＳＡＴ）や「いぶき２号」（ＧＯＳＡＴ－２）、

気候変動観測衛星「しきさい」（ＧＣＯＭ－Ｃ）、水循環変動観測衛星「しずく」

（ＧＣＯＭ－Ｗ）等の地球観測衛星を運用するとともに、国内外の関係機関へデ

ータを提供し、その利活用を促進する。 【文部科学省、環境省】 

・地球全球における温室効果ガス濃度及び水循環の状況を継続して把握する体制を

強化するため、温室効果ガス・水循環観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ－ＧＷ）及びこ

れに搭載する観測センサ（温室効果ガス観測センサ３型（ＴＡＮＳＯ－３）と高

性能マイクロ波放射計３（ＡＭＳＲ３））の開発を着実に進め、令和５年度の打

ち上げを目指す。 【文部科学省、環境省】 

・ＧＯＳＡＴ－ＧＷに搭載するＴＡＮＳＯ－３センサにより、人為起源温室効果ガ

スの排出源特定及び排出量の推計精度の向上に取り組み、世界各国がパリ協定に

基づき実施する気候変動対策による温室効果ガス削減効果の確認を目指す。

 【環境省】 

・ＧＯＳＡＴ－ＧＷに搭載するＡＭＳＲ３センサについては、令和５年度の打ち上

げ後、水循環変動の把握に取り組み、台風進路予測の向上や沿岸漁場での利用な

どの新たな利用ニーズに対応する。 【文部科学省】 

・再生可能エネルギー情報提供システム「ＲＥＰＯＳ」の搭載情報の追加・精緻化

を進め、再生可能エネルギー導入ポテンシャル情報等を地理空間情報として可視

化することで、地方公共団体等における再エネポテンシャルを最大限発現させる

各種計画の策定等を支援する。 【環境省】 

 

② 生物多様性確保への貢献 

・様々な主体が把握している全国の生物情報をインターネット上で収集し共有する

システム「いきものログ」や自然環境調査Ｗｅｂ－ＧＩＳ等を活用して、生物多

様性情報の整備、地理空間情報としての提供に取り組む。 【環境省】 

   

２．産業・経済の活性化 

（１）デジタルトランスフォーメーションによる生産性向上・業務効率化 

【基本的な考え方】 

衛星データや３次元データの利活用や異なる主体間での共有・相互接続、リモー

トセンシング技術等の活用や衛星測位技術を活用した各種業務の自動化・省人化・
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効率化を推進し、社会実装に当たって必要な制度的措置等も講じつつ、産業・経済

のスマート化を強力に後押しする。また、地理空間情報にひも付けた行政情報の整

備・公開による庁内業務の効率化や行政サービスの高度化などを推進する。これら

のＤＸ推進により、環境負荷の低減にも寄与しつつ、生産性の向上を通じた産業・

経済の活性化に貢献する。 

 

【主な取組】 

・衛星測位情報を活用した農業機械の自動走行やドローン・人工衛星からのセンシ

ングデータに基づく生育診断のデジタル技術を活用したスマート農業の現場実

装を加速化し、令和７年度までに農業の担い手のほぼ全て6がデータを活用した農

業を実践することを目指す。 【農林水産省】 

・農地台帳等の情報と衛星画像・作物情報等を統合し、農地関連業務等の抜本的な

効率化・省力化、高度化を図る「農林水産省地理情報共通管理システム 

（ｅＭＡＦＦ地図）」の開発、令和４年度中の運用開始により、令和７年度まで

に農地関連行政手続のオンライン利用率を 60％まで向上させ、令和 10 年度まで

に申請者、審査者の作業時間を３割削減（令和元年度比）する。【農林水産省】 

・作物統計調査等へのリモートセンシング技術の活用可能性を調査・検証し、効率

的な調査手法を確立する。また、令和４年度までに農業農村整備で取得した座標

データから、自動走行農業機械やドローンの自動運転用の地図を作成し活用する

手法を整備する。 【農林水産省】 

・建設現場の生産性を令和７年度までに２割向上（平成 27 年度比）させることを

目指し、インフラ分野のＤＸを加速化させる一環として i-Construction を推進

する。具体的には、建設生産における全てのプロセス（調査・測量、設計、施工、

検査、維持管理・更新）でＩＣＴ、３次元データ等を活用することとし、令和７

年度までに国が行う直轄土木工事におけるＩＣＴ活用工事の実施率を 88％7まで

向上させる。また、蓄積される３次元データ等の国土交通データプラットフォー

ムへの集約等を行い、オープンイノベーション実現のためのデータ流通・利活用

の拡大を図る。 【国土交通省】 

・空港の地上支援業務に係るレベル４相当の自動運転を令和７年までに空港制限区

域内で導入するなど、準天頂衛星システム等による衛星測位等を活用した各種空

港運用業務の省力化・自動化を推進する。 【国土交通省】 

・航空レーザ測量による３次元点群データを活用した３次元河川管内図を令和８年

度までに全ての国管理河川で整備し、状況分析、対策検討などのツールとして活

用する。 【国土交通省】 

                                                      
6 令和２年実績：36.4％ 
7 令和２年度実績：81％ 
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・不動産取引価格や防災情報等の土地・不動産に関する情報へのスムーズなアクセ

スを可能とする土地・不動産情報ライブラリを令和６年度からの運用開始を目指

して構築することにより、情報の収集コストの低減等を図る。また、各不動産の

共通コードとしての「不動産ＩＤ」に係るルールの運用を令和４年度から順次開

始する等により、不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進等を図る。 

 【国土交通省】 

・地方公共団体が税務、都市計画、防災などの庁内の複数部局で地理空間情報及び

ＧＩＳを共用する統合型ＧＩＳの整備を引き続き促進し、データ重複整備の防止

と庁内業務の効率化や行政サービスの更なる高度化を図る。 【総務省】 

 

（２）進化した地理空間情報を活用した新サービスの創出等 

【基本的な考え方】 

衛星データや人流データなど多様な地理空間情報の取得・提供が可能となってき

ていることを踏まえ、これらの地理空間情報を活用した有用な情報提供の実施、産

業の生産性向上に資するソリューション開発の支援等により、新産業や新サービス

の創出を推進する。 

 

【主な取組】 

・複数の地域で様々な衛星データを国が調達して政府衛星データプラットフォーム

「Ｔｅｌｌｕｓ」に搭載し、当該地域において、地方公共団体等のユーザーのニ

ーズを踏まえ、社会課題解決のための衛星データを利用したビジネスの実証支援

を行うことで、成功事例を創出するとともに、他の地方公共団体等への横展開を

図る。 【経済産業省】 

・新たな宇宙ビジネスの創出を図るためのスペースニューエコノミー創造ネットワ

ーク（Ｓ－ＮＥＴ）活動により、既存の宇宙産業に加えて宇宙分野への新規参入

に関心を有する企業、大学、個人等の多様な参加者を巻き込み、衛星データを活

用した新事業・新サービスの創出を支援する。 【内閣府】 

・地方公共団体等エンドユーザーのニーズを踏まえた、地域の課題解決につながる

衛星データを利用した新たなサービス・ソリューションの創出を推進する。

 【内閣府】 

・衛星データを活用した世界の主要作物の作柄の判断に資する情報を提供するとと

もに、農林水産分野における衛星データの利活用に向けた検討を行う。 

 【農林水産省】 

・観光、まちづくり、防災等多様な分野における施策立案等に資する人流に関する

データや、歩行空間のバリアフリーデータ等のオープンデータ化を推進する。

 【国土交通省】 



17 

 

・従来の資源探査衛星に比べ非常に高いスペクトル分解能を有するハイパースペク

トルセンサから得られるデータを有効に活用するため、データベースの整備、セ

ンサの特性を活
い

かした資源探査、環境、農業、森林、防災等の幅広い分野におけ

る解析手法の研究開発及び利活用の促進に取り組む。 【経済産業省】 

 

３．豊かな暮らしの実現 

【基本的な考え方】 

Society 5.0を具現化するスマートシティの展開に貢献し、地理空間情報を活用

した豊かで安全な暮らしを実現するため、必要な環境整備等を図りつつ、交通、物

流、まちづくり等の身近な分野において、高精度な位置情報や３次元データ等を活

用し、利便性の向上等に資するサービスの社会実装・活用を進める。 

 

（１）効率的な交通・物流サービスの実現 

【主な取組】 

・「自由な移動と高効率な物流」の実現を目指す自動運転の技術開発に取り組み、

実用化を促進する。令和４年度までに、一般道における運転支援（レベル２）及

び高速道路における自動運転（レベル３）を実現するための自動運転のデータ基

盤の拡充及びデータ配信システムを構築するとともに、車両等から収集したデー

タの連携・利活用の仕組みについて検討を進める。 【内閣府】 

・「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」の普及を通じて、買物

支援など生活の利便性の維持等に資するドローン物流サービスの社会実装を推

進する。 【国土交通省】 

・運航管理技術の開発、実証試験等を行い、令和７年度までに、無人航空機、空飛

ぶクルマ、有人機の空域共有を実現する。 【経済産業省】 

・多様なモビリティの高度な運用の実現に向け、利用者が実空間の多様な３次元情

報を効率的に利用できるよう、統一的な基準である「３次元空間ＩＤ（空間ＩＤ）」

を通じてデータの入出力・更新を行う方法について検討し、令和４年度までに空

間ＩＤの運用に関するガイドラインを策定するとともに、令和６年度までに空間

ＩＤの標準化を進める。 【経済産業省】 

・令和５年度をめどに準天頂衛星システム７機体制が確立されることを踏まえ、そ

の静止衛星３機を利用することにより衛星航法システム「ＳＢＡＳ」の測位精度

の向上を図る。令和７年度から高度化したサービスの提供を開始し、視界不良時

における航空機の着陸機会の増加を実現する。 【国土交通省】 

・カーナビ等に地理空間情報として交通規制情報を提供する交通規制情報収集・管

理システムの的確な管理・運用を行う。 【警察庁】 
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（２）豊かで安全なまちづくりの推進等 

【主な取組】 

① 社会課題解決のためのまちづくりのデジタルトランスフォーメーションの推

進 

・「スマートシティ」をはじめとするまちづくりＤＸのデジタルインフラとなる 

３Ｄ都市モデルの整備・活用・オープンデータ化を行うプロジェクト 

「ＰＬＡＴＥＡＵ」を推進し、３Ｄ都市モデルの整備・オープンデータ化を令和

４年度に 100 都市程度8で実現し、30 件程度9の先進的なユースケースの開発を目

指す。これらの取組を通じ、官民が連携した３Ｄ都市モデルの整備・活用・オー

プンデータ化が自律的に行われる仕組みを構築し、新たな価値創造を実現する。

 【国土交通省】 

・都市情報と都市活動に関する様々な情報を連携させ課題の分析・検討・解決を図

る情報基盤である「ｉ－都市再生」の機能拡張等とともに、研修の実施等による

活用の普及を行う。 【内閣府】 

 

② 地理空間情報技術を活用した安全な暮らしの下支え 

・携帯電話等からの緊急通報に迅速・的確に対応するため、衛星測位やＧＩＳ等

を活用したシステムを適切に運用する。 【総務省、国土交通省】 

・交通規制等による交通事故防止効果を検証し、より効果的な交通安全対策に活
い

かすため、交通規制や交通事故データをＧＩＳで統合して分析するシステムを

構築する。 【警察庁】 

 

４．地理空間情報基盤の継続的な整備・充実 

（１）基盤となる地理空間情報の整備・高度化及びＧＩＳの整備推進 

【基本的な考え方】 

１．から３．までに掲げた取組を行うためには、第１期の基本計画より取り組ん

できた基盤地図情報等の基礎的な地理空間情報の整備が引き続き必要不可欠であ

る。時間の経過により鮮度が失われ、その利用価値が低下しないよう、整備・更新

・維持管理・高度化を着実に実施するとともに、多様な利活用ニーズに対応した地

理空間情報のウェブ地図等による提供やＧＩＳの整備の推進に取り組む。 

 

【主な取組】 

① 基盤となる地理空間情報の整備・更新・維持管理・高度化 

・ＶＬＢＩ観測による高精度な国土の位置の基準の維持・管理、ＧＮＳＳ連続観測

                                                      
8 令和４年１月現在：56都市 
9 令和４年１月現在：０件（参考）令和２年度実績のユースケース開発数：44件 
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システム（電子基準点網）の安定的な運用・高度化等により、国家座標に基づい

た地理空間情報の整備・提供を着実に行う。 【国土交通省】 

・官民の様々な地図サービス等の基盤となる情報としてベース・レジストリにも指

定されている電子国土基本図について、電子地図上の位置の基準である基盤地図

情報を含む地図情報や正射画像（オルソ画像）、地名情報等の継続的な整備・更

新を行うとともに、多言語化・精緻化・３次元化等の高度化を図る。 

 【国土交通省】 

・我が国の領土・領海等の正確な明示や、航海安全・海洋権益の確保等のため、離

島における基準点の設置・維持管理を着実に行うとともに、日本の領土全体を対

象とした電子国土基本図の継続的な整備、測量船等を用いた海洋調査の継続的な

実施による海底地形等を反映した海図等の整備を行う。 【国土交通省】 

・高精度な標高データを一般に提供するため、航空重力測量を用いた新たな標高基

準の整備を令和６年度までに完了するとともに、航空レーザ測量等を活用して３

次元地図の整備に活用可能な３次元点群データの整備を引き続き行いつつ、特に

南海トラフ地震などの災害発生リスクの高いエリアについて令和７年度までに

約 11万 km2整備10する。 【国土交通省】 

・国家座標を管理するための地表変動モデル構築のため、地震等に伴う地表変動を

計測する宇宙測地技術の高度化に取り組み、計測の空間分解能を数百メートル11

まで向上させ、計測時間を数週間12まで短縮すること等の研究開発を行う。 

 【国土交通省】 

・高精度地図の自動作成を目標にしたＡＩを活用した画像からの地物自動抽出な

ど、基盤となる地理空間情報の整備を効率化・自動化する技術の開発に取り組む。

 【国土交通省】 

・基盤地図情報の継続的な整備・提供に資するため、関係府省や機関と連携しなが

ら、衛星観測データの利用実証を行う。 【文部科学省】 

・国土の実態を適正に把握するため、国有林の衛星画像等の整備やおおむね５年周

期での地図情報の更新、対象地域全体での地籍調査進捗率を令和 11 年度で 57％
13とする等の目標に基づく地籍整備の推進や登記所備付地図の整備の推進を着実

に行う。 【法務省、農林水産省、国土交通省】 

・民間企業等が設置したＧＮＳＳ連続観測局の性能評価を行い、民間等電子基準点

として登録することで、国家座標に準拠し信頼性の確保されたＧＮＳＳ観測デー

タの流通と目的に応じた適切な利用を促進する。 【国土交通省】 

                                                      
10 令和３年度から整備開始 
11 令和４年１月現在の空間分解能：20キロメートル 
12 令和４年１月現在の計測時間：数箇月 
13 令和２年度末現在：52％ 
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② ＧＩＳの整備推進 

・ベース・レジストリとして指定された電子国土基本図をはじめとする信頼性の高

い高鮮度な地理空間情報を持続的に提供する。タイル形式に加え、次世代の標準

形式であるベクトルタイル形式での提供を開始する。 【国土交通省】 

・海洋政策の効率的な推進や海洋状況把握等のため、国及び政府関係機関等が保有

する様々な海洋情報を集約・共有・提供する「海洋状況表示システム（海しる）」

の情報充実と機能強化を行う。 【国土交通省】 

・各種行政事務の効率化・迅速化や産業の生産性向上等を図るため、土地利用、森

林資源、水産資源、統計情報等の経済社会に関する地理空間情報、土壌、水質、

大気等の環境に関する地理空間情報などを、ウェブ地図技術等により把握・提供

する。 【総務省、財務省、農林水産省、国土交通省、環境省】 

・国・地方公共団体の測量成果等の地理空間情報を総合的に検索・入手・利用する

ことができる地理空間情報ライブラリーについて、サービスの改善・効率化を図

りつつ、持続的な運用を行う。 【国土交通省】 

 

（２）準天頂衛星システムの整備の推進等 

【基本的な考え方】 

我が国独自の衛星測位システムである準天頂衛星システムは、平成 30 年に４機

体制による正式サービスを開始し、令和３年に初号機後継機の打ち上げを行ったと

ころであり、引き続きＧ空間社会の実現に不可欠な位置情報と時刻情報を提供する

重要な社会基盤として、持続測位が可能な７機体制確立を目指すとともに、サービ

スの提供を着実に実施する。また、準天頂衛星システムの測位能力の維持・向上に

向け、中長期的な観点から我が国の衛星測位システムの在り方について検討を行

う。 

 

【主な取組】 

・準天頂衛星システムによる位置・時刻情報のサービス提供を着実に実施するとと

もに、令和５年度をめどに持続測位が可能となる７機体制14を確立すべく、５、

６、７号機及び地上システムの開発・整備を行う。また、準天頂衛星システムの

持続測位能力の維持・向上に必要な後継機の検討・開発整備等を行うとともに、

精度・信頼性の向上や抗たん性の強化といった測位技術の高度化を戦略的かつ継

続的に進める。 【内閣府】 

・官民における測位データ利用の課題、推進方策の共有等を図るとともに、自動運

転を含め、農業、交通・物流、建設等、国民生活や経済活動の様々な分野におけ

                                                      
14 令和４年１月現在：４機体制 
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る実証事業に取り組み、先進的な利用モデルの創出を通じて、社会実装を更に加

速する。 【内閣府】 

 

（３）地理空間情報の流通及び利活用の推進 

【基本的な考え方】 

多種多様な地理空間情報を相互に接続（Connected）させ、データのオープン

（Open）化を進めることで、新たな情報・新たな価値の創出を推進する。このため、

利用者が容易に情報にアクセスできるデータプラットフォームの活用を促進する

とともに、地理空間情報の正確性、信頼性、相互利用するための汎用性、安全性な

どを考慮した、地理空間情報の流通・利活用に関する仕組みやルールを整備する。 

 

【主な取組】 

① Ｇ空間情報センターを中核とした地理空間情報の流通及び利活用の推進 

・地図情報、画像情報、統計情報などの地理空間情報を容易に検索・入手・利用で

き、官民データを活用する多様な主体が連携する基盤としての機能を有するＧ空

間情報センターの一層の活用促進を図る。このため、令和８年度までに 10件15の

各種データプラットフォームとのＡＰＩ等による連携を進めるとともに、共有・

集約したデータの解析・加工によって新たな価値あるデータやサービスを創出す

る、地理空間情報の循環システムの形成を目指す。 【国土交通省】 

 

② 地理空間情報の整備・流通・利活用のための基準・ルール等の整備・運用 

・高精度測位を活用した地理空間情報サービスの正確性・信頼性が確保されるよ 

う、国家座標に準拠した位置情報をどこでも容易に利用できる地殻変動補正の仕

組みを令和６年度までに構築し、令和７年度までに４以上の分野16において地殻

変動補正サービスが利用されることを目指す。 【国土交通省】 

・地方公共団体等による公共測量への技術支援を実施し、正確さが確保された地理

空間情報の整備・流通を促進する。また、国際標準化機構（ＩＳＯ）における地

理空間情報に関する国際規格の策定作業や国内における日本産業規格（ＪＩＳ）

化に向けた検討への継続的な参画、最新のＩＳＯ規格及びＪＩＳに基づいて体系

化した地理情報標準プロファイル（ＪＰＧＩＳ）の適時改正により、地理空間情

報の効率的な整備とその活用を推進する。 【国土交通省】 

・国の安全等の確保、個人情報の保護、知的財産権の保護等について、地理空間情

報の高度化や、位置情報の活用の進展、オープンデータや二次利用に対する民間

ニーズ等を踏まえつつ、ルール等の整備を行う。国の安全等の確保の観点からは、

                                                      
15 令和４年１月現在：５件 
16 令和４年１月現在：１分野 
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地理空間情報に関する技術的進展や衛星による撮像頻度の向上等を踏まえ、デー

タの悪用リスク等に備えた必要なルール整備や各種措置等についての検討を行

い、秩序ある地理空間情報の流通・利活用を実現する。【内閣官房、関係府省】 

 

（４）地理空間情報基盤の海外展開・国際貢献 

【基本的な考え方】 

地理空間情報の国際標準化作業への積極的な参画等を通じ、地球規模の地理空間

情報基盤の整備と活用推進に貢献する。また、我が国独自の準天頂衛星システムに

よる高精度測位補強サービス等について、アジア太平洋地域を中心に海外展開を行

い、民間の投資促進や、国際社会における我が国のプレゼンスの向上を推進する。 

 

【主な取組】 

① 地球規模の地理空間情報基盤整備と活用推進への貢献 

・ＩＳＯの地理空間情報の国際規格策定作業への参画、国連総会で決議された「地

球規模の測地基準座標系」（ＧＧＲＦ）の実現に向けた正確な緯度・経度の測定

に必要な技術移転、「地球規模の地理空間情報管理に関する国連専門家委員会」

（ＵＮ－ＧＧＩＭ）の取組に対応した国際ＶＬＢＩ事業、国際ＧＮＳＳ事業等に

よるＧＧＲＦの構築支援等の技術貢献を行う。 【国土交通省】 

・各国が取得した地球観測データや地理空間情報を共有し、政策決定等に貢献する

情報の創出を目指す情報基盤「全球地球観測システム」（ＧＥＯＳＳ）を構築・

発展させるための国際的活動に積極的に参加し、令和７年度までに共通基盤への

登録データ数 12億件17の達成を目指す。 【文部科学省】 

・地球規模の課題の解決に資する地球環境ビッグデータを蓄積する「データ統合・

解析システム」（ＤＩＡＳ）の長期的・安定的な運用を行い、気候変動対策、防

災等の地球規模課題の解決や、国、地方公共団体、企業等の気候変動対策に関わ

る意思決定に貢献するとともに、令和 12年までにＤＩＡＳの利用者数１万人18の

達成を目指す。 【文部科学省】 

・国際的な宇宙開発利用のための人材育成プログラムを通して、国際的なスケール

での地理空間情報の活用を構想・計画できる人材を育成する。 【文部科学省】 

 

② アジア太平洋地域における地理空間情報基盤整備と活用推進の支援 

・アジア太平洋地域において、Asia Pacific Regional Reference Frame 

（ＡＰＲＥＦ）へ参画し、ＧＮＳＳデータの整備・流通・利用を促進するととも

に、アジア太平洋地域の測地基準座標系の基盤整備を支援する。【国土交通省】 

                                                      
17 令和２年 11月現在：11.7億件 
18 令和３年３月現在：7,960人 
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・高精度測位補強サービス（ＭＡＤＯＣＡ－ＰＰＰ）及び災害・危機管理通報サー

ビスのアジア・オセアニア地域における運用に向けたシステム整備を行うほか、

Multi-GNSS Asia（ＭＧＡ）等を通じて、当該サービスの海外展開を推進する。ま

た、農林業等の各種分野におけるＭＡＤＯＣＡ－ＰＰＰ等を活用した実証事業を

実施し、準天頂衛星システムを利用した民間等のアプリケーションの海外展開支

援を行う。 【内閣府、総務省】 

・電子基準点網を含む測量分野の地理空間情報基盤について、アジア太平洋地域の

国々を中心に、相手国の要望・ニーズを踏まえつつ、その構築や高度運用等を支

援する技術貢献を実施し、相手国における課題解決に資する様々なアプリケーシ

ョンの海外展開に貢献する。 【国土交通省】 

・アジアの開発途上国において、衛星画像を活用した農地区画情報や地番等の属性

情報を農業基盤データとして整備するパイロット事業を実施する。これにより、

農業インフラ整備及び農産物の生産・消費の大きな市場であるアジアの開発途上

国での、スマート農業の導入等を通じた農業関連民間企業の参入等に貢献する。 

 【農林水産省】 

・地図データ等と重ね合わせた地球観測衛星画像等をインターネットを通じて提供

し、災害関連情報の共有を行う「センチネルアジア」プロジェクトの推進を通じ

て、アジア諸国の災害対応を支援する。 【文部科学省】 

 

５．地理空間情報の整備と活用を促進するための総合的な施策 

【基本的な考え方】 

防災、経済、生活など様々な分野における地理空間情報のポテンシャルを最大限

活用した多様なサービスの創出や必要な地理空間情報基盤の整備のため、政府は、

地理空間情報活用推進会議やその下に設置されたワーキンググループ等において、

地理空間情報の活用推進に関する様々な課題の解決を図るとともに、国・地方公共

団体や産学官民の連携・協力体制を強化する。 

また、次世代のＧ空間社会を担う人材の育成やこれまで地理空間情報が十分活用

されていなかった分野を含めた多様な分野におけるユースケースの創出のため、周

辺分野のコミュニティも巻き込みつつ、各種イベントの開催、積極的な情報発信等

に産学官民が連携して取り組む。 

さらに、地理空間情報活用の新たな展開に向けて、政府の総合科学技術・イノベ

ーション会議との連携を図り、研究開発を戦略的に推進するとともに、研究成果の

検証と効果的な発信に取り組み、社会実装へ円滑につなげる仕組みを構築する。 

 

（１）関係主体の推進体制、連携強化 

【主な取組】 
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・全国各地域で地理空間情報に関する国・地方公共団体の担当者会議や産学官会議

を開催し、地域社会の様々なニーズに応える多様な人材が結集した連携を図る。

これにより、基盤地図情報等の地理空間情報の、産学官連携による効率的・効果

的な整備・活用を推進する。 【国土交通省】 

 

（２）知識の普及・人材の育成等の推進 

【主な取組】 

① 交流イベントの開催やインターネット等による広報を通した知識の普及 

・産学官民の連携により、地理空間情報の活用の有効性や最新の技術動向に関する

セミナー、新産業・新サービスの創造に寄与する講演会・シンポジウム、新商品

・新サービスの展示会等を行う「Ｇ空間ＥＸＰＯ」を開催し、地理空間情報を活

用した新技術の活用推進、普及啓発を図る。 【内閣官房、国土交通省】 

・地理空間情報に関する独創的なアイデア、画期的な技術、新たなサービス等の取

組について、優良事例を表彰し、その普及促進を図る。 【国土交通省】 

 

② 地理空間情報に関わる人材の育成 

・既存の地理空間情報領域にとらわれない斬新なアイデア・スキルの発掘や、他分

野の技術者を地理空間情報分野に取り込むことを目指すコンペティションを開

催し、地理空間情報の新たな価値を発見し、事業化できる人材の発掘・育成を図

る。 【内閣官房】 

・測量関連業務に携わる行政職員に対し、無人航空機などの新技術も含む測量技術

に関する普及啓発、講習等を継続的に行い、行政の効率化と、正確性の確保され

た地理空間情報の流通を図る。 【国土交通省】 

・令和４年度からの高等学校における「地理総合」の必履修化や近年の自然災害の

激甚化等を踏まえ、教育支援コンテンツを充実させる等、地理に関する教育や防

災分野における地理空間情報の活用を担う関係者を支援し、地域の防災力向上や

次世代のＧ空間社会を支える人材の育成に寄与する。 【国土交通省】 

・地方創生の担い手を対象とした研修等により地域経済分析システム 

（ＲＥＳＡＳ）等の普及・活用を推進することで、地理空間情報をはじめとした

データに基づく適切な政策立案や経営判断を行う人材を育成する。 【内閣府】 

 

６．重点的に取り組むべき施策（シンボルプロジェクト） 

Ｇ空間社会の実現に向けた取組を戦略的に推進するため、以下の施策に重点的に

取り組むこととし、産学官民連携の下、社会実装を加速させ、その成果を効果的に

発信する。 
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① 統合型Ｇ空間防災・減災システムの構築の推進（１．（１）） 

国や地方公共団体等が保有・収集する防災に関する地理空間情報を高度に活用す

るＧ空間防災技術の社会実装を推進することで、防災サイクルの各段階を通じて、

多様なデータの迅速かつ正確な情報共有や、刻一刻と変化する状況に応じた適切な

対応等を可能とし、近年激甚化・頻発化する災害から国民の生命を守り、地域の暮

らしや経済を守る。 

このため、中小河川の浸水想定区域図データの整備・提供、各省庁等が収集した

各種防災情報を共有する「総合防災情報システム」等の役割や在り方を再度整理し、

情報集約、地図情報への加工、災害対応機関への提供等を可能とする新たなシステ

ムの構築、準天頂衛星システムによる災害・危機管理通報サービスの配信情報の拡

張及び衛星安否確認サービスによる情報収集機能の強化、迅速な災害状況の把握に

資する次世代航空機搭載合成開口レーダの開発による世界最高レベルの分解能を

有する観測技術の確立に向けた実証観測等、省庁間及び産学官におけるＧ空間防災

技術を活
い

かした取組の連携を強化する。 

［ＫＰＩ：ハザードマップポータルサイトから提供する洪水浸水想定区域図データ

を約 17,000に拡充（令和８年度）（令和４年１月現在のデータ数：1,548）］ 

［ＫＰＩ：準天頂衛星システムによる災害・危機管理通報サービスの配信情報の拡

張（令和５年度）（令和４年１月現在の状況：開発・整備中）］ 

［ＫＰＩ：衛星安否確認サービスの機能を有する準天頂衛星７号機の運用開始（令

和５年度めど）（令和４年１月現在の状況：開発・整備中）］ 

［ＫＰＩ：次世代航空機搭載合成開口レーダによる分解能 15 cmの地表面観測技術

の確立（令和７年度）（令和４年１月現在の地表面分解能：30 cm）］ 

 【内閣官房、内閣府、総務省、国土交通省、関係府省】 

 

② 地球観測衛星による気候変動等の地球規模課題解決への貢献 

（１．（２）①） 

環境観測、地球観測等のための宇宙システムを利用ニーズに基づいて着実に整備

・活用し、災害予防と災害発生後の対応能力を向上させるとともに、国際社会との

協力の下、積極的なデータ提供等を通じて、地球規模課題の解決やＳＤＧｓの達成

に貢献する。 

具体的には、気候変動問題への取組強化のため、気候変動予測の精緻化や、温室

効果ガスのモニタリング等を目的に、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」 

（ＧＯＳＡＴ）や「いぶき２号」（ＧＯＳＡＴ－２）、気候変動観測衛星「しきさ

い」（ＧＣＯＭ－Ｃ）、水循環変動観測衛星「しずく」（ＧＣＯＭ－Ｗ）等を運用

するとともに、国内外の関係機関へデータを提供し、その利活用を促進する。 

さらに、令和５年度（予定）に、より広範囲・高精度の観測が可能な温室効果ガ
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ス・水循環観測技術衛星（ＧＯＳＡＴ－ＧＷ）の打ち上げを行い、これらの取組を

強化することにより、我が国の気候変動分野におけるプレゼンス向上を目指す。 

［ＫＰＩ：ＧＣＯＭ－Ｃ観測データ提供数 1,600万シーン以上（令和４年度）（平

成 30 年度～令和２年度平均提供数：約 1,230 万シーン）、ＧＣＯＭ－Ｗ観測デー

タ提供数 1,200 万シーン以上（令和４年度）（平成 30 年度～令和２年度平均提供

数：約 1,080万シーン）］ 

［ＫＰＩ：ＧＯＳＡＴ－ＧＷ等の我が国の地球観測衛星データを参照してインベン

トリ報告書の作成や様々な温室効果ガス排出量評価の算定に取り組む開発途上国

等ののべ活用数６件程度（令和８年度）（令和４年１月までの、ＧＯＳＡＴシリー

ズを参照してインベントリ報告書の作成や温室効果ガス排出量評価の算定に取り

組む国ののべ活用数：１件）］ 

 【文部科学省、環境省】 

 

③ スマート農業の加速化などデジタル技術の利活用の推進（２．（１）） 

農業者の高齢化や労働力不足が進む中、デジタル技術によって生産効率の高い営

農を実現し、農業の成長産業化と地域の活性化を推進するスマート農業の現場実装

を加速化する。 

このため、農業機械の自動走行やドローン・人工衛星からのセンシングデータに

基づく生育診断等のデジタル技術を活用したスマート農業の現場実装を加速化す

るとともに、農地台帳等の情報と衛星画像・作物情報等を統合した「農林水産省地

理情報共通管理システム（ｅＭＡＦＦ地図）」の開発を進め令和４年度中に運用を

開始し、農地関連業務等の抜本的な効率化・省力化、高度化を図る。 

［ＫＰＩ：農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践（令和７年度）

（令和２年の実績値：36.4％）］ 

［ＫＰＩ：ｅＭＡＦＦ地図の活用により、農地関連行政手続のオンライン利用率を

60％まで向上（令和７年度）（令和４年度中の運用開始を目指し、ｅＭＡＦＦ地図

を開発中）］ 

 【農林水産省】 

 

④ i-Constructionの推進による３次元データの利活用の促進（２．（１）） 

建設現場の生産性を令和７年度までに２割向上（平成 27 年度比）させることを

目指し、インフラ分野のＤＸを加速化させる一環として i-Construction を推進す

る。具体的には、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までの全ての

建設生産プロセスでＩＣＴ等を活用することとし、令和５年度までに小規模を除く

全ての公共工事におけるＢＩＭ／ＣＩＭの原則適用に向けて、段階的に適用を拡大

する。また、ＩＣＴの全面活用により蓄積される公共工事の３次元データを活用す
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るため「国土交通データプラットフォーム」を整備し、オープンデータ化、Ｇ空間

情報センターへの情報集約等を通じて、３次元データの流通と利活用拡大を図る。 

［ＫＰＩ：直轄土木工事におけるＩＣＴ活用工事の実施率 88％（令和７年度）（令

和２年度の実績値：81％）］ 

 【国土交通省】 

 

⑤ 衛星データ利活用促進事業（２．（２）） 

令和８年度までに、衛星データを活用したソリューション３件の事業化を目指

し、複数の地域で様々な衛星データを国が調達して政府衛星データプラットフォー

ム「Ｔｅｌｌｕｓ」に搭載し、当該地域において、地方公共団体等のユーザーのニ

ーズ（海洋モニタリング、インフラ管理、防災・減災等）を踏まえ、社会課題解決

のための衛星データを利用したビジネスの実証支援を行う。本事業により創出した

成功事例について、他の地方公共団体等への横展開を図る。 

［ＫＰＩ：衛星データを活用したソリューション３件を事業化（令和８年度）（令

和４年１月までのＴｅｌｌｕｓに搭載したデータを活用したソリューション開発

数：３件）］ 

 【経済産業省】 

 

⑥ 自動運転システムの開発・普及の促進（３．（１）） 

高齢化の進む過疎地等での移動手段の欠如や物流業界におけるドライバー不足

等の社会課題の解決に向け、令和５年度以降の社会実装により、データ配信を活用

した運転支援・自動運転が実現・普及する社会の実現を目指す。 

このため、一般道における運転支援（レベル２）及び高速道路における自動運転

（レベル３）を実現するための自動運転のデータ基盤の拡充及びデータ配信システ

ムを構築するとともに、車両等から収集したデータの連携・利活用の仕組みについ

て検討を進める。 

［ＫＰＩ：一般道における運転支援（レベル２）及び高速道路における自動運転（レ

ベル３）を実現するための自動運転のデータ基盤の拡充及びデータ配信システムの

構築（令和４年度）（令和４年１月現在：データ配信の有効性や社会実装に向けた

課題に関する実証実験の実施まで実現）］ 

 【内閣府】 

 

⑦ 「空間ＩＤ」を含む３次元空間情報基盤の整備（３．（１）） 

３次元空間基盤を活用したモビリティの運行可能回数年間 500万回を実現するこ

とを目指し、自動運転車やドローン、自動配送ロボット等が運行環境をリアルタイ

ムで把握し経路決定を行うなどの高度な運行を可能とするとともに、その基礎とな
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る地図やインフラ設備等を効率的に整備するために、様々な３次元地理空間情報や

気象状況、交通状況などのリアルタイム情報等をデジタル化した上で機械可読な形

で効率的に流通させる基盤としてのデジタルインフラの整備を進める。 

具体的には、国内外の地理空間に関する基準の動向も踏まえながら、実空間の位

置情報を統一的な基準で一意に特定する「３次元空間ＩＤ（空間ＩＤ）」を含めた

必要なデータの情報規格の整理や、データの入出力・更新を通じて実世界の行為を

制御するためのデジタルインフラの整備について検討し、実空間の多様なデータの

共有・活用を推進する。 

［ＫＰＩ：「空間ＩＤ」の運用に関するガイドラインの策定（令和４年度）（令和

３年度から検討開始）］ 

［ＫＰＩ：「空間ＩＤ」の標準化（令和６年度）（令和３年度から検討開始）］ 

 【経済産業省】 

 

⑧ ３Ｄ都市モデルの整備・活用・オープンデータ化プロジェクト 

「ＰＬＡＴＥＡＵ」（３．（２）①） 

都市空間そのものをサイバー空間上に再現する３Ｄ都市モデルを新たなデジタ

ルインフラとして整備するとともに、これを活用したスマートなまちづくり、防災、

モビリティ等の多様な分野におけるユースケースの開発に取り組む。これらの取組

を通じ、官民が連携した３Ｄ都市モデルの整備・活用・オープンデータ化が自律的

に行われる仕組みを構築し、新たな価値創造を実現する。 

［ＫＰＩ：３Ｄ都市モデルの整備・オープンデータ化を 100都市程度で実現（令和

４年度）（令和４年１月現在の都市数：56都市）］ 

［ＫＰＩ：３Ｄ都市モデルの先進的なユースケースを 30件程度開発（令和４年度）

（令和４年１月現在の先進的なユースケース開発数：０件。参考：令和２年度実績

のユースケース開発数：44件）］ 

 【国土交通省】 

 

⑨ 高精度測位時代に不可欠な位置情報の共通基盤「国家座標」の推進 

（４．（１）①、４．（３）②） 

i-Construction、スマート農業、自動運転、スマートシティなど、高精度かつリ

アルタイムな衛星測位を活用したＤＸの取組が急速に進んでいる。これらを含めた

あらゆるＤＸの取組で使用される位置情報が互いに整合し、システム・サービス間

のデータ連携を容易にし、ひいては産業の発展につなげるため、位置情報を整合さ

せるための共通ルール「国家座標」に準拠した３次元・４次元の地理空間情報を誰

もが容易に整備・利用できる環境を整備する。 

このため、電子基準点網の適切な運用、民間等電子基準点の登録制度の普及促進、
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地殻変動補正の仕組みの精度向上や安定的な運用の確保、新たな標高基準の整備等

を進め、信頼性の高い位置情報の流通を図るとともに、デジタルツインの実現に不

可欠な３次元地図の作成基盤となる基準類や３次元点群データの整備を進める。 

［ＫＰＩ：民間企業等が設置したＧＮＳＳ連続観測局の性能評価を約 3,000件実施

（令和８年度）（令和４年１月現在の評価数：75件）］ 

［ＫＰＩ：３次元地図の整備に活用可能な３次元点群データを約 11万 km2整備（令

和７年度）（令和３年度から整備開始）］ 

 【国土交通省】 

 

⑩ 準天頂衛星システムの開発・整備及び測位能力向上の推進 

（４．（２）、４．（４）②） 

Ｇ空間社会の実現に不可欠な位置情報と時刻情報を提供する重要な社会基盤で

ある準天頂衛星システムについて、持続測位が可能な７機体制確立を目指す。 

このため、５、６、７号機及び機能・性能向上に対応した地上設備の開発・整備

を着実に進める。また、海外向け高精度測位補強サービス（ＭＡＤＯＣＡ－ＰＰＰ）

の実用サービスを開始するとともに、災害・危機管理通報サービスによる配信情報

拡張及びアジア・オセアニア地域での正式運用に向けたシステム整備並びに測位信

号のなりすまし（スプーフィング）を防ぐ信号認証機能の整備を行う。 

加えて、持続測位能力の維持・向上を図るため、２、３、４号機の後継機以降の

機能・性能や機数等のシステム構成等について検討を行う。 

［ＫＰＩ：準天頂衛星システム７機体制の確立（令和５年度めど）（令和４年１月

現在の体制：４機体制）］ 

［ＫＰＩ：ＭＡＤＯＣＡ－ＰＰＰの実用サービスの提供開始（令和６年度めど）（令

和４年１月現在の状況：開発・整備中）］ 

［ＫＰＩ：災害・危機管理通報サービスのアジア・オセアニア地域での正式運用開

始（令和７年度めど）（令和４年１月現在の状況：開発・整備中）］ 

［ＫＰＩ：信号認証機能の正式運用開始（令和６年度めど）（令和４年１月現在の

状況：開発・整備中）］ 

 【内閣府】 


